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ＥＵ一般データ保護規則（ＧＤＰＲ） 
日本企業はどのように対応すればよいのか？ 
～５月２５日を乗り越えた経験、ＥＵにおける最新の実務を踏まえて～ 
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日時 平成 30 年８月６日（月）午後１時３０分～午後４時３０分 
  

EU においては、EU 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation（GDPR））が
成立し、2018 年 5 月 25 日からその適用が開始されました。GDPR は、EU に所在する企業のみならず、
一定の場合には、EU 域外に所在する日本企業にも適用されます。そして、GDPR の下においては、
規制に違反した場合、最大で 2000 万ユーロ又は年間世界売上の 4%のいずれか高額な方がペナルティー
として科され得ることになります。 

本セミナーにおいては、GDPR への対応が未だ終わっていない日本企業の担当者様向けに、実務経験
を踏まえて、GDPR における基本的な概念・ルールを分りやすく説明するとともに、日本企業が
GDPR 対応を検討する際の具体的なステップ・方法を紹介し、さらには、近時の EU における最新
実務の動向を紹介する予定です。 

 

1．GDPR の概要 
(1)EU におけるデータ保護規制の枠組み     (2)「個人データ」等の基本的な概念 
(3)制裁金     (4)適用範囲（代理人）  (5)個人データの処理の原則 
(6)処理の適法性  (7)個人データを取得する場合に本人（データ主体）に提供すべき情報 
(8)処理者の使用  (9)個人データ侵害の通知・連絡  (10)データ保護影響評価 
(11)データ保護責任        (12)域外移転（SCC､十分性認定）  

2．日本企業における GDPR 対応のステップ 
(1)EU 子会社における対応 
(2)日本の親会社及び EU 域外の子会社における対応の要否 
(3)域外移転規制への対応   (4)データマッピング   (5)対応項目の検討 
(6)対応の実施（プライバシーポリシー／ノーティス、社内規程の策定、 

適法化根拠の検討、同意に関する留意点、域外規制対応など）  
3．EU における最新の実務状況  

～質疑応答～ 
 
【森  大樹氏】2001 年に慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後、2002 年に弁護士登録し、長島・大野・常松法律事務所に入所。
2007 年～2009 年に内閣府国民生活局、内閣官房消費者行政一元化準備室、消費者庁消費者安全課にて勤務。個人情報保護法
の施行前から個人情報保護に関する多数の助言を行ってきており、近時は GDPR 対応に関する多数の相談を受けている。 
GDPR に関する主な著書・論文として『日米欧 個人情報保護・データプロテクションの国際実務』（別冊 NBL No.162）（編集
代表）、連載企画「GDPR ガイドラインの解説」（NBL No.1110～）（共著）、「日欧における個人データの越境・域外移転に
関する規制についての実務上の諸問題」（金融法務事情 2017 年 7 月 25 日号）など。    
【生田  圭氏】2005 年に慶應義塾大学経済学部を卒業後、 2008 年に弁護士登録（第一東京弁護士会）。  
2013 年に英国の University College London に留学後、 2014 年から 2015 年にかけて EU のデータ保護法を専門分野の
一つとする英国の法律事務所である White & Black Limited にて研修し、EU 及び英国のデータ保護法に関する案件の法的
調査などに従事する。現在は、長島・大野・常松法律事務所にて、訴訟や ADR 案件を中心に法的助言を提供するとともに、
日本の個人情報保護法に関する案件にも数多く従事している。   
【Nick Mathys 氏】2004 年～2007 年、大手国際法律事務所であるベーカー&マッケンジーのロンドン事務所で法律家としての
キャリアをスタートし、英国事務弁護士の資格を取得。2007 年～2012 年、英国の大手国際法律事務所であるハーバートスミスの
東京事務所コーポレート/TMT チームに所属。2012 年～2017 年にテクノロジーの分野に特化した英国法津事務所である White & 
Black Limited に入所。ジャパン・プラクティスを起こし、多数のテクノロジーや EU データ保護法の案件に参画。2017 年 11 月
～現在、日本関係の案件に特化した英国法律事務所である Lewis Townsend LLP に入所し、EU データ保護法やテクノロジー法
のプラクティスを開始。主なクライアントベースは、数々の日本の国際企業であり、その業界は多岐に渡る。                              

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  
                                                             

■主催  経 営 調 査 研 究 会  

  ■後援  金 融 財 務 研 究 会                     
http:/ /www.kinyu.co. jp  

 
Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://keichoken.blogspot.com/ 

http://www.kinyu.co.jp/


 平成３０年８月６日（月） 
１３：３０ ～１６：３０ 
 

茅 場 町 ･グリンヒルビル   

金融財務研究会本社 セミナールーム  
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分   

（開場は開演の３０分前です。）      
 
１名につき３４ ,５００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９ ,０００円。追加申込みの場合

はその旨ご記入下さい。  
 
経営調査研究会  ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2033  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で
ご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時
は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)経営調査研究会  
 
三菱 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 

みずほ銀行  京橋支店  1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日本橋支店  1979947 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
ＥＵ一般データ保護規則（ＧＤＰＲ） 
日本企業はどのように対応すればよいのか？  

 ８／６  

 
◆参加申込書◆ 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成３０年  月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1465（Law-301465）                     

会 社 名 

TEL 
FAX 

 
E-Mail 

所 在 地 
〒 

参加者ご氏名  部課名  

〃  〃  

〃  〃  

〃  〃  

書類送付先 

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                  部課名 

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


